
　　　　　　　　審議会等における消費者代表の参画状況調査　(結果概要）

 （注１）表中の数字は、各年度とも、12月31日現在。

（注４）防衛省所管分については、調査時点での「防衛庁」の数字として記載。
（注５）活動停止中の審議会等については、記載せず。

消費者
代表

(うち
女性)

人 人 人 人

内閣府 国民生活審議会
平成13年度 30 28 3 2
平成14年度 30 27 3 2
平成15年度 30 30 2 2
平成16年度 30 30 2 2
平成17年度 30 29 2 2

食品安全委員会
平成15年度 7 7 0 0
平成16年度 7 7 0 0
平成17年度 7 7 0 0

原子力委員会
平成13年度 5 5 0 0
平成14年度 5 5 0 0
平成15年度 5 5 0 0
平成16年度 5 5 0 0
平成17年度 5 5 0 0

原子力安全委員会
平成13年度 5 5 0 0
平成14年度 5 5 0 0
平成15年度 5 5 0 0
平成16年度 5 5 0 0
平成17年度 5 5 0 0

地方制度調査会
平成13年度 30人以内 28 0 0
平成14年度 30人以内 30 0 0
平成15年度 30人以内 30 0 0
平成16年度 30人以内 30 0 0
平成17年度 30人以内 28 0 0

衆議院議員選挙区画定審議会
平成13年度 7 7 0 0
平成14年度 7 7 0 0
平成15年度 7 7 0 0
平成16年度 7 5 0 0
平成17年度 7 7 0 0

情報公開・個人情報保護審査会

　原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利
用に関する行政の民主的な運営を図るために置
かれ、原子力利用に関する政策に関すること等
について企画し、審議し、及び決定している。
原子力委員会委員は、原子力委員会及び原子力
安全委員会設置法第５条第１項により「委員長
及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大
臣が任命する。」とされており、またその専門
性の高さから、原子力に関する専門的な知識を
有し、産業界、学識経験者等の中から均衡のと
れた委員構成となるよう配慮されている。

　衆議院議員選挙区画定審議会設置法第6条2に
おいて「委員は、国会議員以外の者であって、
識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の
選挙区の改定に関し公正な判断をすることがで
きるもののうちから、両議院の同意を得て、内
閣総理大臣が任命する。」とある。この規定を
踏まえるとともに、衆議院小選挙区選出議員の
選挙区の改定に関し、調査審議し、改定案を勧
告するという職務の重要性を考慮しているた
め。

無

 原子力安全委員会においては、原子力の安全
確保のための科学的、客観的な調査審議等を
行っており、そのために必要な各分野の専門家
を委員及び専門委員に選任しているため、消費
者代表参画の観点からは委員を選任していない
ため。

備考
（左欄が「有」（消費者代表が参加している）
の場合はその成果を、「無」（消費者代表が参

加していない）の場合はその理由を記載）

消費者
代表の
参加の
有無

有

無

無

　地方制度調査会設置法第６条第１項では、
「委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議
員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに
地方制度に関し学識経験のある者のうちから、
内閣総理大臣が任命する。」とされている。

無

無

　主として食品の健康へ及ぼす悪影響（リス
ク）を科学的、客観的に評価すること（リスク
評価）にあることから、委員会においては食品
の安全性の確保に関して優れた識見を有する
者、専門調査会においては学識経験のある者に
よって構成される必要がある。
　すなわち、リスク評価の実施等は、純粋に科
学的・専門的な知見に基づいて客観的かつ中立
公正になされる必要があり、利害調整を行う場
ではないことから。

　国民生活審議会では、左欄のとおり消費者代
表等が審議会メンバーとして参画しており、消
費者政策に関して最近では以下のとりまとめを
行っている。
　「21世紀型消費者政策のあり方」報告書(平
成15年5月)
　消費者団体訴訟制度の在り方について(消費
者団体訴訟制度検討委員会報告)(平成17年6月)
　消費者基本計画(平成16年4月)   など
　これらの報告書等においては、消費者代表等
からの意見も踏まえ、今後の消費者政策の充
実・強化のための方向性を明らかにしたり、具
体的な方策を提示している。

会長が
消費者
代表

府省庁名 審議会等名
定　数

委員数

会長代
理が
消費者
代表

（注２）「消費者代表の参加の有無」及び「備考」欄については、平成17年度における状況を記載。
（注３）「委員数」の「消費者代表」の欄は、当該審議会の本（親）委員会の状況について示したもの。したがって、同欄で
「０」とされている場合でも、当該審議会の「分科会」、「専門委員会」等に専門委員等として消費者代表が参加している場
合があることに留意。



平成13年度 9 9 0 0
平成14年度 12 12 0 0
平成15年度 12 12 0 0
平成16年度 12 12 0 0
平成17年度 15 15 0 0

税制調査会
平成13年度 30人以内 29 0 0
平成14年度 30人以内 29 0 0
平成15年度 30人以内 20 1 1
平成16年度 30人以内 20 1 1
平成17年度 30人以内 20 0 0

金融庁 金融審議会
平成13年度 30 18 0 0
平成14年度 30 22 0 0
平成15年度 30 23 0 0
平成16年度 30 22 0 0
平成17年度 30 24 0 0

自動車損害賠償責任保険審議会
平成13年度 13 13 0 0
平成14年度 13 13 0 0
平成15年度 13 13 0 0
平成16年度 13 13 0 0
平成17年度 13 13 1 1

企業会計審議会

平成13年度 20 19 0 0
平成14年度 20 19 0 0
平成15年度 20 19 0 0
平成16年度 20 17 0 0
平成17年度 20 19 0 0

公認会計士・監査審査会（※平成16年4月発足）
平成16年度 10 10 0 0
平成17年度 10 10 0 0

証券取引等監視委員会
平成13年度 3 3 0 0
平成14年度 3 3 0 0
平成15年度 3 3 0 0
平成16年度 3 3 0 0
平成17年度 3 3 0 0

総務省 地方財政審議会
平成13年度 5 5 0 0
平成14年度 5 5 0 0
平成15年度 5 5 0 0
平成16年度 5 5 0 0
平成17年度 5 5 0 0

無

無

無

有

無

　委員の任命については、税制調査会令第三条
で「委員及び特別委員は学識経験のある者のう
ちから、専門委員は、財政経済又は税制に関し
専門的知識のある者のうちから、内閣総理大臣
が任命する」とされている。

　情報公開・個人情報保護審査会は、行政機関
の保有する情報の公開に関する法律、独立行政
法人等の保有する情報の公開に関する法律、行
政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護
に関する法律に基づく行政機関の長等からの諮
問に応じ、行政不服審査法に基づく不服申立て
について第三者的立場から調査審議を行ってお
り、その職務上、委員には、情報公開法制、個
人情報保護法制を始めとした行政法等に関する
高度な専門知識が求められる。このため、情報
公開・個人情報保護審査会委員は、法曹関係者
（裁判官・検察官経験者、弁護士）、行政法学
者等から任命されているところである。

　地方財政審議会は、地方交付税の交付額の決
定、地方債の許可など地方公共団体の運営の基
盤となる税財政に関わる事項について国の意思
決定が公平・公正であるかをチェックするとと
もに、国と地方の適正な財政秩序の確保や地方
税財源の適切な確保等地方財政全般にわたる広
範な視点からの審議を行うため設置されている
ものであり、その委員は、地方自治に関して優
れた識見を有する者のうちから、両議院の同意
を得て、総務大臣が任命することとされている
（総務省設置法第１２条）。
　したがって、地方財政審議会においては、
「消費者代表」という立場で任命された委員は
特に存在しない。

　企業会計審議会は、有識者としての意見聴取
を目的に開催されており、その審議内容は専門
性が極めて高く、審議会への参画には企業会
計、監査制度に関する専門的知識が不可欠であ
るため。

無

無

　公認会計士・監査審査会は、いわゆる制度に
関する調査審議を目的とする機関ではなく、公
認会計士試験、公認会計士等に対する懲戒処分
等の調査審議、日本公認会計士協会が行った監
査法人等の監査証明業務の品質管理の状況調査
の審査及び監査法人等に対する検査を実施する
機関である。

　証券取引等監視委員会は内閣府設置法第54条
に基づく合議制の機関として金融庁に置かれ、
委員長及び委員は独立してその職権を行使する
こととされている。
　証券取引等監視員会の委員長及び委員につい
ては、上記のような監視委員会の任務を踏ま
え、専門的な知識に加え、公共性、中立性を確
保する観点から、公正かつ客観的な判断ができ
る人。法曹関係者、経済関係で幅広い経験を有
する有識者の中から公正かつ均衡のとれた委員
構成となるよう配慮した選考となっている。
　以上の理由から消費者代表が当該審議会に参
画していない状況である。

　一般論で申し上げれば、金融に係る政策
フェーズが変化する中で、より幅広い方々から
意見を聴くことができるようになった。

有

　消費者代表1名が審議会委員として参画して
おり、自賠責保険の基準料率の検証等につい
て、特定の立場に偏らず消費者の観点からご審
議をいただいている。



国地方係争処理委員会
平成13年度 5 5 0 0
平成14年度 5 4 0 0
平成15年度 5 5 0 0
平成16年度 5 5 0 0
平成17年度 5 5 0 0

電気通信事業紛争処理委員会
平成13年度 5 5 0 0
平成14年度 5 5 0 0
平成15年度 5 5 0 0
平成16年度 5 5 0 0
平成17年度 5 5 0 0

電波監理審議会
平成13年度 5 5 0 0
平成14年度 5 5 0 0
平成15年度 5 5 0 0
平成16年度 5 5 0 0
平成17年度 5 5 0 0

総務省独立行政法人評価委員会
平成13年度 7 7 0 0
平成14年度 7 7 0 0
平成15年度 16 16 0 0
平成16年度 16 16 0 0
平成17年度 16 16 0 0

恩給審査会
平成13年度 10 10 0 0
平成14年度 10 10 0 0
平成15年度 10 10 0 0
平成16年度 10 10 0 0
平成17年度 10 10 0 0

政策評価・独立行政法人評価委員会
平成13年度 7 7 0 0
平成14年度 7 7 0 0
平成15年度 7 7 0 0
平成16年度 7 7 0 0
平成17年度 7 7 0 0

情報通信審議会
平成13年度 30 30 1 1
平成14年度 30 29 1 1
平成15年度 30 29 1 1
平成16年度 30 30 1 1
平成17年度 30 30 1 1

郵政審議会
平成13年度 30 30 1 1
平成14年度 30 26 1 1

郵政行政審議会
平成15年度 30 30 2 2
平成16年度 30 30 2 2
平成17年度 30 30 2 2

統計審議会
平成13年度 11 11 0 0
平成14年度 11 11 0 0

　情報通信審議会においては、電気通信事業部
会及びその下に設置されている基本料等委員会
において消費者代表が委員・専門委員として参
画しており、料金政策・接続政策等に関する審
議事項について消費者・利用者の視点からの検
討を加えていただいているところ。その結果に
ついては、審議会の答申に反映されている。

有

　消費者代表の委員が参画していることによ
り、日本郵政公社の業績評価等において、利用
者側からの意見を審議に反映させることができ
た。

有

　統計審議会は、統計に関する専門的事項を審
議する審議会であり、統計審議会の委員及び専
門委員については 統計に関して学識経験のあ

無

　当審査会は、恩給法第４６条等の恩給に関す
る裁定に係る付議案件について、審議し議決す
ること、また、行政不服審査法第５条に規定す
る審査請求等の諮問について、審議し答申する
ことを目的としている。
　このことから、恩給制度、法律及び医学に精
通した者を委員とする必要があるため、消費者
代表委員を含める必要性がない。

無

　本委員会は、政策評価制度、行政評価局が行
う政策評価に関する調査審議等や各府省の独立
行政法人評価委員会が行う評価の結果に関する
意見表明等を所掌事務としているため。

無

　国地方係争処理委員会は、国の関与のうち是
正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権
力の行使に当たるものについて不服のある地方
公共団体の長等からの審査の申出に基づいて審
査を行い、国の関与が違法等であると認めた場
合には、国の行政庁に対して必要な措置を行う
旨の勧告等を行うこととされており、国地方双
方に対し公平中立な立場の者であることがその
委員の資格について要求されるため。

無

　委員の任命に当たっては、電波法第９９条の
３の規定により、公共の福祉に関し公正な判断
をすることができ、広い経験と知識を有する者
のうちから、両議院の同意を得て総務大臣が任
命することとされているため、その規定に則っ
て任命しているもの。

無

　委員の任命に当たっては、電波法第９９条の
３の規定により、公共の福祉に関し公正な判断
をすることができ、広い経験と知識を有する者
のうちから、両議院の同意を得て総務大臣が任
命することとされているため、その規定に則っ
て任命しているもの。

有

　総務省独立行政法人評価委員会消防研究所分
科会では、左欄のとおり消費者代表が専門委員
として参画しており、最近では以下のとりまと
めを行っている。
　「平成１６年度における独立行政法人消防研
究所の業務の実績に関する評価）(平成１７年
７月)
　「平成１６年度における独立行政法人消防研
究所の財務諸表の承認」(平成１７年７月)
　   など
　上記の評価等を行う際には、消費者代表から
出された意見を評価結果として加えるととも
に、次年度以降の業務計画等にその意見を反映
させることにより中期目標の達成に寄与してい
る。



平成15年度 11 11 0 0
平成16年度 11 11 0 0
平成17年度 11 11 0 0

消防審議会
平成13年度 13 13 0 0
平成14年度 13 13 0 0
平成15年度 13 13 0 0
平成16年度 13 13 0 0
平成17年度 13 13 0 0

法務省

平成16年度 7 7 0 0
平成17年度 7 7 0 0

検察官適格審査会
平成13年度 11 11 0 0
平成14年度 11 11 0 0
平成15年度 11 11 0 0
平成16年度 11 11 0 0
平成17年度 11 11 0 0

検察官・公証人特別任用等審査会（※平成16年1月1日発足）
平成16年度 12人以内 11 0 0
平成17年度 12人以内 11 0 0

法制審議会
平成13年度 20人以内 20 0 0
平成14年度 20人以内 19 0 0
平成15年度 20人以内 20 0 0
平成16年度 20人以内 19 0 0
平成17年度 20人以内 19 0 0

中央更生保護審査会
平成13年度 5 5 0 0
平成14年度 5 5 0 0
平成15年度 5 5 0 0
平成16年度 5 5 0 0
平成17年度 5 5 0 0

財務省 財政制度等審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 29 0 0
平成16年度 30 29 0 0

　消防審議会では、国民の安心・安全を守る消
防庁の施策を審議するため専門家や有識者の委
員の他、一般の方を委員としている。特に一般
の方を消費者代表として選考したものではな
い。

無

無

無
門委員については、統計に関して学識経験のあ
るもののうちから任命することとされているた
め。

  本審査会は，検察官がその職務を執るに適し
ないかどうかを審査し，その議決を法務大臣に
通知し，また，検察官の適格性について審査を
行うことを所掌事務としているところ，その性
質上，審査会運営細則において，会議の非公開
を定めており，消費者代表委員が参画する審議
会等としては，なじまないものである。

無

 法制審議会の委員は，学識経験のある者のう
ちから，法務大臣が任命することとされている
（法制審議会令第２条第１項）。
　民事法，刑事法その他法務に関する基本的事
項について調査審議する法制審議会の設置の趣
旨・目的に照らし，委員の人選に当たっては，
法律専門家に加え，幅広い意見を審議に反映で
きるよう，法律専門家以外の有識者を委員に加
えることとするとともに，学識，経験等が公正
かつ均衡のとれた構成になるよう留意して，適
任者を選んでいるところである。

  本審査会は，上申された恩赦について調査や
検討の上，法務大臣に実施の申出を行うほか，
地方更生保護委員会が決定した仮釈放取消しに
対する不服申立ての審査を行うなどの事務を
行っている。その業務の特殊性や重要性から，
構成する委員は，刑事司法，更生保護および矯
正，精神医学，人間科学等の専門的知識・経験
を有する者から就任することが適当である。

　当審議会は、財政、国共済、たばこ、国有財
産、財政投融資等に関する重要事項を調査審議
しており、委員選任に当たっては、特定の消費
者代表委員ということではなく、経済界、学
会、言論界、などから委員を選任している。

  司法試験委員会は，司法試験等の実施及び実
施に関し重要事項を審議するために設置されて
いるもので，その委員は，司法試験法により，
裁判官，検察官，弁護士及び学識経験を有する
者のうちから，法務大臣が任命するとされてい
る。また，司法試験（旧司法試験第一次及び第
二次試験）考査委員及び司法試験（新司法試
験）考査委員は，それぞれ旧司法試験及び司法
試験の試験における問題の作成及び採点並びに
合格者の判定を行わせるために委員会に設置さ
れているもので，それぞれの委員は，委員会の
推薦に基づき，当該試験を行うについて必要な
学識経験を有する者のうちから，法務大臣が試
験ごとに任命することとされている。以上の審
議会等の設置の目的，委員に期待される経験，
識見，専門性等を考慮して任命している。

無

無

無

　本審査会は，副検事の選考及び検察官特別考
試の実施，公証人の選考並びに公証人法第１５
条第２項及び第８１条第１項に規定する議決に
関する事項を処理することを所掌事務としてい
るところ，その性質上，審査会議事細則におい
て，会議の非公開を定めており，消費者代表委
員が参画する審議会等としては，なじまないも
のである。

司法試験委員会
（※同委員会は，平成１６年１月１日司法試験管理委員会（国家行政組織
法第３条に基づく委員会）から同法第８条の審議会等に改組されたため，
同１６年度以降で調査）

無



平成17年度 30 29 0 0

関税・外国為替等審議会
平成13年度 30 29 1 1
平成14年度 30 29 1 1
平成15年度 30 30 1 1
平成16年度 30 30 1 1
平成17年度 30 28 1 1

関税等不服審査会
平成13年度 20 20 0 0
平成14年度 20 20 0 0
平成15年度 20 20 0 0
平成16年度 20 20 0 0
平成17年度 20 20 0 0

国税審議会
平成13年度 20 20 0 0
平成14年度 20 19 0 0
平成15年度 20 17 0 0
平成16年度 20 17 0 0
平成17年度 20 19 0 0

独立行政法人評価委員会
平成13年度 7 7 1 1
平成14年度 7 7 1 1
平成15年度 20 12 0 0
平成16年度 20 18 0 0
平成17年度 20 18 0 0

文部科学省 独立行政法人評価委員会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 23 0 0
平成16年度 30 30 0 0
平成17年度 30 30 0 0

中央教育審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 30 0 0
平成16年度 30 28 0 0
平成17年度 30 28 0 0

教科用図書検定調査審議会
平成13年度 30 29 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 30 0 0
平成16年度 30 30 0 0
平成17年度 30 29 0 0

無

無

有

無

　関税・外国為替等審議会では、消費者代表
（消費科学連合会）が審議会メンバーとして参
画しており、最近においては以下の事項につい
て答申をとりまとめた。
①アメリカ合衆国におけるバード修正条項に対
する報復関税の課税についての答申（平成17年
8月）
②平成18年度における関税率等の改正について
（平成17年12月）

　審議会自体、消費者代表が参画する性質のも
のではないため。

　現委員は、財務省独立行政法人評価委員会令
に基づいて、学識経験のある者の中から所管法
人の行っている業務等に関して専門性及び実践
的な知見を基準に適当な者を選任したため。

無

無

無

会、言論界、などから委員を選任している。

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が

　国税審議会においては、本調査依頼で定義さ
れている消費者代表委員は参画していないが、
委員の選任に当たっては、学界、法曹界、税理
士界、産業界、酒類業界の各分野以外からも、
消費者の意見を反映させる観点から、管理栄養
士、マスコミ関係者等の学識経験者を選任して
いるところである。

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。



国立大学法人評価委員会
平成13年度 - - - -
平成14年度 - - - -
平成15年度 20 16 0 0
平成16年度 20 14 0 0
平成17年度 20 18 0 0

大学設置・学校法人審議会
平成13年度 29 29 0 0
平成14年度 29 29 0 0
平成15年度 29 29 0 0
平成16年度 29 29 0 0
平成17年度 29 29 0 0

科学技術・学術審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 30 0 0
平成16年度 30 30 0 0
平成17年度 30 30 0 0

放射線審議会
平成13年度 20 18 0 0
平成14年度 20 18 0 0
平成15年度 20 18 0 0
平成16年度 20 18 0 0
平成17年度 20 18 0 0

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。

無

無

無

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。

無

審
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。



宇宙開発委員会
平成13年度 5 5 0 0
平成14年度 5 5 0 0
平成15年度 5 5 0 0
平成16年度 5 4 0 0
平成17年度 5 5 0 0

原子力損害賠償紛争審査会
平成13年度 10 10 1 1
平成14年度 10 10 1 1
平成15年度 10 10 1 1
平成16年度 10 9 0 0
平成17年度 10 9 0 0

文化庁 文化審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 30 0 0
平成16年度 30 27 0 0
平成17年度 30 30 0 0

宗教法人審議会
平成13年度 20 20 0 0
平成14年度 20 20 0 0
平成15年度 20 18 0 0
平成16年度 20 20 0 0
平成17年度 20 20 0 0

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が

無

有

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。

２．さらに審議会によっては次のような理由が
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。

３．なお文化審議会に設置する著作権分科会で
は、消費者代表等が分科会メンバーとして参画
しており、著作権制度に関して最近では以下の
とりまとめを行っている。
　「文化審議会著作権分科会審議経過の概要」
（平成13年12月）
　「文化審議会著作権分科会審議経過の概要」
（平成15年1月）
　「文化審議会著作権分科会報告書」(平成16
年1月)
　「著作権法に関する今後の検討課題」（平成
17年1月）
　「文化審議会著作権分科会報告書」(平成18
年1月)
  「文化審議会著作権分科会（ＩＰマルチキャ
スト放送及び罰則・取締り関係）報告書」(平
成18年8月)
　「文化審議会著作権分科会報告書」(平成19
年1月)
　これらの報告書においては、消費者代表等か
らの意見も踏まえ、著作権に関する今後の施策
の方向性を提示している。

無

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が
挙げられる。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。

無

１．委員については審議会設置理由を踏まえ、
教育界、学界、産業界等さまざまな分野から個
人の人格や知見に基づいて有識者を選任してい
るところであり、特定の団体に所属しているこ
とのみを理由として選任はしていないこと。
２．さらに審議会によっては次のような理由が
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。



厚生労働省 医道審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 29 0 0
平成16年度 30 28 0 0
平成17年度 30 28 0 0

援護審査会
平成13年度 10 10 0 0
平成14年度 10 10 0 0
平成15年度 10 10 0 0
平成16年度 10 10 0 0
平成17年度 10 10 0 0

厚生科学審議会
平成13年度 30 30 1 1
平成14年度 30 30 1 1
平成15年度 30 30 1 1
平成16年度 30 30 1 1
平成17年度 30 30 1 1

疾病・障害認定審査会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 29 0 0
平成16年度 30 28 0 0
平成17年度 30 28 0 0

社会保険審査会
平成13年度 6 6 0 0
平成14年度 6 6 0 0
平成15年度 6 6 0 0
平成16年度 6 6 0 0
平成17年度 6 6 0 0

社会保障審議会
平成13年度 30 28 0 0
平成14年度 30 28 0 0
平成15年度 30 27 0 0
平成16年度 30 25 0 0
平成17年度 30 28 0 0

中央最低賃金審議会
平成13年度 18 18 0 0
平成14年度 18 18 0 0
平成15年度 18 18 0 0
平成16年度 18 18 0 0

平成17年度 18 18 0 0

有

無

　中央最低賃金審議会は、最低賃金法第27条の
規定によりその権限に属された事項を処理する
ため、委員は、労働者を代表する者、使用者を
代表する者及び公益を代表する者のうちから、
厚生労働大臣が任命するため。

　委員は学識経験のある者のうちから大臣が任
命すると審議会令で規定されており、更に、当
審議会は所掌が多岐にわたることから、それぞ
れの専門分野（経済、医療、社会保障、福祉・
介護等）に精通した学識経験者を限られた定数
の範囲内で任命しているところである。
　当審議会は、社会保障全体の方向付け・ビ
ジョンについて審議する機能を有しており、そ
の政策を審議する過程において、消費者団体代
表の政策判断や合意形成は特に必要としないと
認識している。

無

審
挙げられる。
　・必ずしも消費者代表として委員を選任して
いない場合であっても、教育サービスの受益者
など施策の受け手側の視点を代表する立場の委
員は選任していること。
　・当該審議会に関する特定分野に関し学識経
験のある者を選任する必要があること。
　・審議会設置理由から必ずしも消費者代表の
参画を必要としていないと考えられること。

無

無

無

無

　医道審議会は、医師等の処分、医師等の国家
試験の実施方法や、医師、歯科医師の臨床研修
の内容等について審議することになっており、
消費者政策形成過程における審議を行っている
ものではないため。

　当該消費者代表委員については、審議会の下
に設置されている生活衛生適正化分科会、医薬
品販売制度改正検討部会の審議に参画してお
り、最近では、消費者政策に関連する「飲食店
営業(めん類)、旅館業、浴場業の振興指針の改
正について（平成16年11月15日答申）」及び
「医薬品販売制度改正検討部会報告書（平成17
年12月15日）」のとりまとめを行っている。
　これらは、消費者代表等からの意見も踏まえ
られた答申等となっており、今後の消費者政策
の充実・強化に資するものとなっている。

　援護審査会は戦傷病者戦没者遺族等援護法等
の規定に基づき、障害年金のじ後重症（法適用
日以後、障害の状態になった者）について審議
し、議決を行うとともに、障害年金、遺族年金
等に関する処分についての行政不服審査法に基
づく異議申立てに対して審議することになって
おり、消費者政策形成過程における審議を行っ
ているものではないため。

　当該審査会は、疾病や障害の認定、感染症不
服申立等について審査を行っており、当該委員
は当該審査会に属する分科会の中心的な審議内
容である、疾病や障害の認定等に通ずる専門的
かつ個別的審議内容に関する知識を有している
必要があるため、消費者代表等の参画になじま
ないものである。

　社会保険審査会は社会保険（健康保険法、船
員保険法、厚生年金保険法、国民年金法等）に
関する処分に対する不服申立てについて迅速な
手続きによる国民の権利利益の救済を図るため
設置されており、法令上、消費者の意見を聞く
ことが想定されていない。



中央社会保険医療協議会
平成13年度 20 20 0 0
平成14年度 20 20 0 0
平成15年度 20 20 0 0
平成16年度 20 20 0 0
平成17年度 20 20 0 0

独立行政法人評価委員会
平成13年度 20 15 0 0
平成14年度 20 15 0 0
平成15年度 30 26 0 0
平成16年度 30 25 0 0

平成17年度 30 29 0 0

薬事・食品衛生審議会
平成13年度 30 30 2 2
平成14年度 30 30 2 2
平成15年度 30 30 2 2
平成16年度 30 30 2 2

平成17年度 30 30 3 3

労働政策審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 30 0 0
平成16年度 30 30 0 0
平成17年度 30 30 0 0

労働保険審査会
平成13年度 9 9 0 0
平成14年度 9 9 0 0
平成15年度 9 9 0 0
平成16年度 9 9 0 0
平成17年度 9 9 0 0

農林水産省 農業資材審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 29 0 0
平成15年度 30 29 0 0
平成16年度 30 29 0 0
平成17年度 30 29 0 0

食料・農業・農村政策審議会
平成13年度 30 30 2 2
平成14年度 30 30 2 2
平成15年度 30 22 1 1
平成16年度 30 22 1 1
平成17年度 30 20 1 1

獣医事審議会
平成13年度 20 20 0 0
平成14年度 20 20 0 0
平成15年度 20 20 0 0
平成16年度 20 20 0 0
平成17年度 20 20 0 0

農林漁業保険審査会
平成13年度 20 20 0 0
平成14年度 20 20 0 0
平成15年度 20 20 1 1
平成16年度 20 20 1 1
平成17年度 20 20 2 2

無

有

無

　労働者災害補償保険及び雇用保険の保険給付
に関する不服申立を審査する機関であるため。
　法令上、消費者の意見を聞くことが想定され
ていない。

無

　独立行政法人評価委員会は、独立行政法人通
則法第１２条等の規定に基づき、独立行政法人
の業務の実績に関する評価等を行うために設置
しているものであり、政策形成に係る審議を行
うためのものではないため。

　労働政策審議会は、厚生労働省設置法第９条
第１項に規定するもののほか、障害者の雇用の
促進等に関する法律施行令別表第１第１６号の
規定によりその権限に属された事項を処理する
ため、委員は、労働者を代表する者、使用者を
代表する者及び公益を代表する者のうちから、
厚生労働大臣が任命している。

有

　薬事・食品衛生審議会では、化粧品・医薬部
外品部会、化学物質安全対策部会、食品衛生分
科会に左欄のとおり消費者代表等が分科会メン
バーとして参画しており、化粧品基準の設定、
家庭用品等における化学物質の毒性の判定、食
品添加物の使用基準、食品に残留する農薬の残
留基準の設定、遺伝子組み換え表示対象品目の
見直し等の議題の審議にあたり、消費者団体代
表等からの意見を踏まえている所である。

無

　中央社会保険医療協議会は診療報酬、保険医
療機関及び保険医療養担当規則及び訪問看護療
養費に関する事項等について厚生労働大臣の諮
問に応じて審議・答申するほか、自ら建議する
ため設置しており、支払側委員（保険者、被保
険者、事業主を代表とする委員）と診療側委員
（医師、歯科医師、薬剤師を代表する委員）と
が保険契約の両当事者として協議し、公益委員
がこの両者を調整して合意を得るという三者構
成をとることが法定されていることから、消費
者の意見を聞くことが想定されていない。

無

無

　農林漁業保険審査会では、農林漁業保険に関
する事項についてなされた申し立てについて、
消費者代表を含む委員からの幅広い見地による
意見を踏まえ、適正な審査を行うこととしてい
る。

　獣医事審議会の委員は、獣医師法第25条に基
づき農林水産大臣が、
①獣医師が組織する団体を代表するもの
②学識経験がある者
のうちから任命するとされているため。

　獣医事審議会は、獣医師国家試験に関する事
務、その他獣医師法（昭和24年法律第186号）
及び獣医療法（平成4年法律第46号）によりそ
の権限に属せられた事項を処理するために農林
水産省に置かれている。

　食料・農業・農村政策審議会では、消費者代
表等が審議会メンバーとして参画しており、食
料・農業・農村白書等に消費者の視点を盛り込
む等、消費者代表として調査審議を行った。

　当審議会は、農薬、飼料、農業機械、種苗に
関する四つの法律の施行に関する事項を審議す
ることになっている。
　本審に消費者代表の方には参画していただい
てはいないが、本審の下に設けられている各分
科会においては、消費者団体の方にも委員とし
て参画していただき、ご意見をいただいている
ところである。

有



独立行政法人評価委員会
平成13年度 30 29 1 1
平成14年度 30 29 1 1
平成15年度 30 30 2 2
平成16年度 30 30 2 2
平成17年度 30 28 2 2

農林物資規格調査会
平成13年度 20 20 6 6
平成14年度 20 20 6 6
平成15年度 20 20 7 6
平成16年度 20 20 6 5
平成17年度 20 20 5 5

林野庁 林政審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 22 0 0
平成16年度 30 22 0 0
平成17年度 30 21 0 0

水産庁 水産政策審議会
平成13年度 30 30 1 1
平成14年度 30 30 1 1
平成15年度 30 20 1 1
平成16年度 30 20 1 1
平成17年度 30 20 1 1

経済産業省 産業構造審議会
平成13年度 30 25 2 2
平成14年度 30 27 2 2
平成15年度 30 27 2 2
平成16年度 30 29 2 2
平成17年度 30 28 2 2

消費経済審議会
平成13年度 30 16 4 4
平成14年度 30 17 4 4
平成15年度 30 14 4 4
平成16年度 30 18 5 5
平成17年度 30 16 4 4

日本工業標準調査会
平成13年度 30 27 3 3
平成14年度 30 27 3 3
平成15年度 30 26 2 2
平成16年度 30 27 2 2
平成17年度 30 26 3 3

計量行政審議会
平成13年度 20 20 3 3
平成14年度 20 20 3 3
平成15年度 20 19 3 3
平成16年度 20 18 3 3
平成17年度 20 19 3 3

経済産業省独立行政法人評価委員会
平成13年度 30 13 0 0
平成14年度 30 15 0 0
平成15年度 30 19 0 0
平成16年度 30 22 0 0
平成17年度 30 24 0 0

無

有

有

有

　消費経済審議会では、割賦販売法、特定商取
引に関する法律、家庭用品品質表示法及び消費
生活用製品安全法の規定によりその権限に属さ
せられた事項の審議を行っており、消費者代表
には、消費者の安全・安心の確保に向けた有意
義な御意見を御提示いただいている。

　消費者の視点から、貴重な御意見をいただい
ている。

　農林物資規格調査会は食品の日本農林規格及
び品質表示基準、林産物の日本農林規格につい
て審議しており、消費者委員から一般消費者の
視点から率直な発言がなされることから、審議
会の意見が活性化される。

　森林・林業・木材産業の分野の専門家にとど
まらず、環境分野、治水分野など、森林との関
連が深い分野から委員を任命しており、これま
ではこれら分野からの任命を優先してきたた
め。

　水産政策審議会は水産白書の審議を行ってお
り、例えば17年度水産白書においては、「消費
者ニーズに応える産地の挑戦」と題して特集を
組み、相当数のページを割いて水産物の消費動
向の変化や消費者意識の分析を行っているが、
このような特集テーマの選定や記事の掲載にあ
たっては、消費者代表等の意見も踏まえ、一般
消費者の視点に立ったわかりやすい記述とする
よう配慮している。

　産業構造審議会では、産業構造の改善に関す
る重要事項その他の各政策課題について審議を
行っており、左欄のとおり消費者代表に参画し
ていただいている。学者や企業の幹部がメン
バーの大半を占める中で、消費者代表からは、
消費者の立場にたった有意義な御意見を御提示
いただいている。

有

有

　計量行政審議会では、計量法の規定によりそ
の権限に属させられた事項の審議を行っている
ところであり、左欄のとおり当該審議会には消
費者代表が参画している。審議の場において、
学者や計量関係団体の幹部がメンバーの大半を
占める中で、消費者代表からは、消費者の立場
に立った有意義な御意見を御提示いただいてい
る。

　独立行政法人評価委員会では、独立行政法人
の業務の実績に関する評価に係る事項その他独
立行政法人通則法によりその権限に属させられ
た事項を審議しており、毎年業績評価結果をと
りまとめている。必ずしも審議過程に消費者代
表の参画を必要とするものではないため、現
在、審議会の本委員としては消費者代表の参画
を求めていないが、消費者代表には臨時委員と
してご参加いただいており、独立行政法人の業
務を評価するにあたり、消費者の立場に立った
有意義な御意見を御提示いただいている。

有

無

　日本工業標準調査会では、工業標準化法によ
りその権限に属させられた事項その他工業標準
化の促進に関し審議を行っており、消費者代表
の参加によって、日本工業規格（ＪＩＳ）案及
び工業標準化に関する審議に、利用面、特に一
般ユーザーの意見を反映することが可能となっ
た。また、日本工業標準調査会では、生産者・
使用者・消費者等実質的な利害関係者の意見を
ふまえて、ＪＩＳ案の審議を行うこととしてお
り、公平性も確保できている。

有



化学物質審議会
平成13年度 20 14 1 1
平成14年度 20 14 1 1
平成15年度 20 12 1 1
平成16年度 20 12 1 1
平成17年度 20 11 1 1

総合資源エネルギー調査会
平成13年度 30 24 2 2
平成14年度 30 28 2 2
平成15年度 30 27 2 2
平成16年度 30 23 2 2
平成17年度 30 28 3 3

工業所有権審議会
平成13年度 30 11 0 0
平成14年度 30 11 0 0
平成15年度 30 11 0 0
平成16年度 30 11 0 0
平成17年度 30 11 0 0

中小企業政策審議会
平成13年度 30 29 1 1
平成14年度 30 29 1 1
平成15年度 30 28 1 1
平成16年度 30 28 0 0
平成17年度 30 27 0 0

国土交通省 運輸審議会（※平成17年度：１名任命手続中）
平成13年度 6 6 0 0  
平成14年度 6 6 0 0
平成15年度 6 6 0 0
平成16年度 6 6 0 0
平成17年度 6 5 0 0

　
航空・鉄道事故調査委員会

平成13年度 10 10 0 0
平成14年度 10 10 0 0
平成15年度 10 10 0 0
平成16年度 10 10 0 0
平成17年度 10 10 0 0

交通政策審議会
平成13年度 30 27 1 1
平成14年度 30 26 1 1
平成15年度 30 28 1 1
平成16年度 30 28 1 1
平成17年度 30 30 1 1

(各年12月31日現在)

　運輸審議会は、国土交通大臣の行う個々の行
政処分等について審議し答申を行う機関であ
る。委員の任命については、法律で規定されて
いるが、出身分野については特段の定めはな
い。委員の人選に当たっては、利用者ニーズ、
運輸を巡る経済、社会情勢の変化や多様な行政
需要の動向を踏まえて、公平かつ合理的な審議
を確保できるよう、年齢３５年以上の者で広い
経験と高い識見を有する者を選考し、任命して
いるところである。

　航空・鉄道事故調査委員会委員長及び委員の
任命にあたっては、航空・鉄道事故調査委員会
設置法（昭和４８年法律第１１３号）第６条第
１項により、委員会の所掌事務の遂行につき科
学的かつ公正な判断を行うことができると認め
られる者うちから、両議院の同意を得て、国土
交通大臣が任命することとされている。
　委員会の所掌事務を遂行するためには、航空
及び鉄道に関する様々な分野における専門的な
知識・経験が必要であることから、従前から科
学的かつ公正な判断を行うことができると認め
られる者であって、航空分野については、航空
工学、航空機の構造、航空機の運航・整備、航
空機の操縦、鉄道分野については、土木工学、
電気工学、車両工学、鉄道の運転などの分野に
おいて、高度の学識及び経験を有する者を任命
しているところである。
　また、専門委員は航空・鉄道事故調査委員会
設置法第１２条第１項により、専門の事項を調
査させるため、置くことができるとされてお
り、従前から極めて専門的な事項について調査
が必要な場合に、任命しているところである。

　交通政策審議会は、国土交通大臣の諮問に応
じて、交通政策に関する重要事項について調
査・審議を行っているところ、左欄のとおり、
消費者代表等も審議会メンバーとして参画して
いただいている。
　交通政策審議会は、ほぼ年一回の割合で、社
会資本整備審議会との合同総会を実施してお
り そ 際 議題も 社会資本整備 あり方

有

無

無

　中小企業政策審議会では、中小企業基本法等
の規定によりその権限に属させられた事項その
他中小企業政策に関する審議を行っているが、
施策の受け手は中小企業者であり、必ずしも審
議過程に消費者代表の参画を必要とするもので
はないため、現在、消費者代表の参画を求めて
いない。

　総合資源エネルギー調査会では、鉱物資源及
びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保
並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合
的な施策に関する重要事項等についての審議を
行っており、左欄のとおり消費者代表等に審議
会のメンバーとして参画をいただいている。エ
ネルギー政策に関して消費者の観点からの貴重
な御意見・御提示をいただいており、多方面か
らの審議を行っている。

　化学物質審議会では、化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律その他の関連法令に基
づきその権限に属させられた事項に関して審議
を行っており、左欄のとおり当該審議会には消
費者代表が参画している。学者や企業の幹部が
メンバーの大半を占める中で、消費者代表から
は、消費者の立場に立った有意義な御意見を御
提示いただいている。

　工業所有権審議会では、特許法、意匠法及び
弁理士法の規定によりその権限に属させられた
事項の審議を行っているが、これらの審議には
専門的知見が不可欠であるため、現在、特に消
費者代表の参画を求めていない。

無

無

有

有



独立行政法人評価委員会
平成13年度 30 29 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 24 0 0
平成16年度 30 26 0 0
平成17年度 30 28 0 0

国土審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 30 0 0
平成16年度 30 29 0 0
平成17年度 30 30 0 0

　 土地鑑定委員会
平成13年度 7 7 0 0
平成14年度 7 7 0 0
平成15年度 7 7 0 0
平成16年度 7 7 0 0
平成17年度 7 7 0 0

　 奄美群島振興開発審議会
平成13年度 11 11 0 0
平成14年度 11 11 0 0
平成15年度 11 11 0 0
平成16年度 11 11 0 0
平成17年度 11 11 0 0

　 小笠原諸島振興開発審議会
平成13年度 20 20 0 0
平成14年度 20 13 0 0
平成15年度 20 13 0 0
平成16年度 20 13 0 0

り、その際の議題も、社会資本整備のあり方、
バリアフリー施策、地球温暖化対策から国際物
流施策、技術施策までと多岐に渡っているとこ
ろ、消費者代表等からは日常の消費生活を支え
る観点から幅広くご意見を頂いており、今後の
国土交通省の政策の充実・強化のための方向性
を検討する上で貴重な存在となっている。

　独立行政法人評価委員会については、法令上
その評価は、専門性、実践的な知見を踏まえ、
客観的かつ中立的に行わなければならない。こ
の考え方を踏まえて、委員の人選にあたって
は、

①評価の客観性を確保するため、「経済」、
「経営」、「企業会計」、「法曹」、「マスコ
ミその他」の一般的分野からの有識者
②評価の専門性を高めるため、各独立行政法人
固有の業務に関する専門的分野からの有識者

を総合的にできるだけバランスよく選定するこ
ととしている。
　また、独立行政法人評価委員会は、独立行政
法人通則法第１２条等の規定に基づき、独立行
政法人の業務の実績に関する評価等を行うため
に設置しているものであり、政策形成に係る審
議を行うためのものではない。

　当審議会を構成する委員には、委員、特別委
員、専門委員がおり、それぞれ委員には学識経
験者を有する者を、特別委員には国会議員、当
該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及
び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識
経験を有する者を、専門委員には当該専門の事
項に関し学識経験を有する者を任命することが
法令上規定されている。
　これら委員等の任命に当たっては、消費者代
表等を含め広く国民の参画を想定しているとこ
ろであるが、非常に広範な分野の内容や専門的
事項を調査審議するという特性を有している反
面、実質的な調査審議の場とするために人数的
な制約があること等から、実際には消費者代表
として参画している委員はいないところであ
る。
　ただし、（内閣府実施の調査において把握し
ている消費者団体には含まれていないが）国民
の生活における権利・権益の擁護・維持を目的
として活動しているNPO等の市民団体に所属し
ている委員はおり、審議に参画いただいている
ところである。

　当委員会の委員は、根拠法である地価公示法
において、不動産の鑑定評価に関する事項又は
土地に関する制度について学識経験を有する者
を任命すると規定されている。
　また、当委員会の所掌事務が地価公示、不動
産鑑定士試験の実施等、極めて専門的な内容と
なっており、直接的に消費者との関わりのある
事務ではないことから、当委員会へ参画可能な
消費者代表は具体的には想定されない。

　当審議会の委員は、根拠法である小笠原諸島
振興開発特別措置法において、学識経験のある
者並びに関係地方公共団体の長及び議会の長の
うちから任命すると規定されている。
　また、当審議会は、旧島民の帰島及び小笠原
諸島の振興開発に関し重要な事項を調査審議す
るとなっており、直接的に消費者との関わりの
ある事務ではないことから、当審議会へ参画可
能な消費者代表は具体的には想定されない。

無

無

　当審議会の委員は、根拠法である小笠原諸島
振興開発特別措置法において、学識経験のある
者並びに関係地方公共団体の長及び議会の長の
うちから任命すると規定されている。
また、当審議会は、旧島民の帰島及び小笠原

無

無

無



平成17年度 20 13 0 0

社会資本整備審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 28 0 0
平成15年度 30 29 0 0
平成16年度 30 29 0 0
平成17年度 30 30 0 0

中央建設工事紛争審査会
平成13年度 15 15 0 0
平成14年度 15 15 0 0
平成15年度 15 15 0 0
平成16年度 15 15 0 0
平成17年度 15 15 0 0

中央建設業審議会
平成13年度 20 20 0 0
平成14年度 20 19 0 0
平成15年度 20 20 0 0
平成16年度 20 20 0 0
平成17年度 20 20 0 0

国土開発幹線自動車道建設会議
平成13年度 20 10 0 0
平成14年度 20 10 0 0
平成15年度 20 20 0 0
平成16年度 20 20 0 0
平成17年度 20 20 0 0

中央建築士審査会
平成13年度 10 10 0 0
平成14年度 10 10 0 0
平成15年度 10 10 0 0
平成16年度 10 10 0 0
平成17年度 10 10 0 0

環境省 中央環境審議会
平成13年度 30 30 0 0
平成14年度 30 30 0 0
平成15年度 30 30 0 0
平成16年度 30 29 0 0
平成17年度 30 30 0 0

環境省独立行政法人評価委員会
平成13年度 - - - -
平成14年度 7 7 0 0
平成15年度 7 7 0 0
平成16年度 7 7 0 0
平成17年度 7 7 1 1

有明海・八代海総合調査評価委員会
平成14年度 20 19 0 0
平成15年度 20 19 0 0
平成16年度 20 19 0 0
平成17年度 20 19 0 0

防衛庁 防衛施設中央審議会
平成13年度 7 7 0 0
平成14年度 7 7 0 0
平成15年度 7 7 0 0

無

有

無

無

　防衛施設中央審議会は、駐留軍用地特措法に
基づく内閣総理大臣が代行裁決を行う場合の議
決及び内閣総理大臣の諮問事項（返還、損失補
償等に係る異議の申出）に応ずる審議等並びに

無

　中央建築士審査会においては建築物等の技術
的、専門的な整備の方法や保全のあり方等につ
いて審議しており、一般消費者との関連は少な
いと考えられるため。

無

無

　国土開発幹線自動車道建設会議の委員につい
ては、衆議院議員６名及び参議院議員４名の計
１０名が国会の指名により選出され、学識経験
のある者については、国土交通大臣が任命して
いる。
　国土交通大臣が任命する学識経験のある者に
ついては、各分野から幅広く人選を行ったもの
で、その結果として、消費者代表の方が存在し
ていない。

また、当審議会は、旧島民の帰島及び小笠原
諸島の振興開発に関し重要な事項を調査審議す
るとなっており、直接的に消費者との関わりの
ある事務ではないことから、当審議会へ参画可
能な消費者代表は具体的には想定されない。

無

　本審査会の委員及び特別委員については、本
審査会の取り扱う紛争事案の専門・技術的な内
容に鑑みて、法律・土木・電気等の資格を持っ
た専門家や大学教授等を任命しているところ
で、その結果として、消費者代表の方が存在し
なかった。

　社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問
に応じて、社会資本整備等に関する重要事項に
ついて調査・審議を行っている。
　社会資本整備審議会の調査審議事項は、社会
資本整備のあり方、バリアフリー施策、地球温
暖化対策から住宅政策、不動産投資市場のあり
方までと多岐に渡っており、委員の任命にあ
たっては、各分野から幅広く人選を行っている
ところであるが、結果として、消費者代表の方
が存在しなかった。

無

　有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改
善並びに当該海域における水産資源の回復等に
よる漁業の振興を図るため、国及び関係自治体
が行う総合的な調査の結果に基づいて有明海及
び八代海の再生に関する評価を行うため設置さ
れた委員会であり、その委員については、大学
及び研究機関等に所属し、専門分野に関する高
い知見を備えた研究者に対し、参画を要請して
いるものである。

　環境省独立行政法人評価委員会の委員とし
て、各年度の業務実績評価、中期目標の策定及
び中期計画の認可についての意見を述べていた
だくなど、独立行政法人の業務運営の評価に寄
与された。

　中央建設業審議会の審議対象に深く参画頂け
る委員を選定したところ、結果として、消費者
代表の方が存在しなかった。

（防衛省所管分
については、調

　環境大臣に対し環境基本計画の策定及び変更
に際し意見を述べるとともに環境大臣・関係大
臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項
を調査審議し、これらの事項に関し環境大臣・
関係大臣に意見を述べることのできる学識経験
のある者のうちから委員を選任しているため。



平成16年度 7 7 0 0
平成17年度 7 7 0 0

防衛人事審議会
平成13年度 16 16 0 0
平成14年度 16 16 0 0
平成15年度 16 16 0 0
平成16年度 16 16 0 0
平成17年度 16 16 0 0

自衛隊員倫理審査会
平成13年度 5 5 0 0
平成14年度 5 5 0 0
平成15年度 5 5 0 0
平成16年度 5 5 0 0
平成17年度 5 5 0 0

防衛調達審議会
平成13年度 7 7 0 0 　
平成14年度 7 7 0 0
平成15年度 7 7 0 0
平成16年度 7 7 0 0
平成17年度 7 7 0 0

　当該審議会は、防衛装備品という特殊仕様の
物品等の調達に関することを審議対象としてお
り、審議に際しては、民法等の法律に関する知
見、企業会計に関する知見、装備品の運用に関
する知見が要されることから、消費者代表は当
該審議会に参画していない。

無

無

無

償等に係る異議の申出）に応ずる審議等並びに
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対す
る給付金の支給に関する法律に基づく防衛施設
庁長官の諮問事項（給付金の支給に係る不服申
立）に応ずる審議等を行うものである。
　したがって、事務の内容から必ずしも消費者
代表を必要としないと考えられるため、消費者
代表は当該審議会に参画していない。なお、委
員の任命については、学識経験のある者のうち
から、内閣総理大臣が任命することとされてい
る。

　防衛人事審議会は、自衛隊法、防衛庁の職員
の給与等に関する法律第３０条及び国と民間企
業との間の人事交流に関する法律第２３条第２
項の規定に基づき、その権限に属させられた事
項並びに防衛庁と民間企業との間の人事交流に
関する政令及び防衛庁と民間企業との間の交流
基準を定める政令第６条第２項の規定によりそ
の権限に属させられた事項を処理し、自衛隊法
第３１条第２項の規定により長官が定めること
とされている隊員の人事管理に関する基準のう
ち隊員の能率に関するものについて調査審議
し、及びこれに関し、必要に応じ長官に対して
意見を述べることを目的として設置されてい
る。
　したがって、事務の内容から必ずしも消費者
代表を必要としないと考えられるため、消費者
代表は当該審議会に参画していない。なお、委
員の任命については、学識経験のある者のうち
から、防衛庁長官が任命することとされてい
る。

  自衛隊員倫理審査会は、自衛隊員の職務に係
る倫理の保持に関する防衛庁長官の事務を補佐
させるため、設置されており、所掌事務につい
ては、倫理法等違反行為の調査及び各種報告書
の審査等を行っている。
　したがって、事務の内容から必ずしも消費者
代表を必要としないと考えられるため、消費者
代表が当該審議会に参画していない。
　なお、委員の任命については、学識経験のあ
る者のうちから、防衛庁長官が任命することと
されている。

査時点での「防
衛庁」の数字と
して記載）


